
 

● 事業名 ： 青年自治体議員を増やし、党勢拡大と若者への支持拡大を進めるプロジェクト（仮名） 

● 職務分掌 ： 青年委員会 
＾ 

事業要綱 
 

 

 

１． 事業の対象者 
 

対象者：４５歳以下で、党籍のある新人自治体議員候補者（再挑戦や元職は含まない） 
 

２． 事業目的 
 

 青年自治体議員を増加せることによって、国民民主党の支持層を拡大する。特に４０代以下の支持層を中心に拡大を図る

ことで、党の将来的な支持基盤を確立すると共に、さらなる候補者発掘のシステム構築も進める。また、学生部創設の取り組

みとリンクすることでその効果をさらに高めることも可能となるため積極的な連携を構築する。 

事業概要 
 

 

 

１．全国青年委員会及びブロック・都道府県単位の青年委員会を中心に積極的にフォローすると共に、青年委員会が実施す

る各種取り組みへの参加を促進し、支援体制を構築する。 
 

２． 青年新人地方自治体議員候補者に対する資金支援の実施 

  ※   新人奨励金は貸付金であり、当選時には返還、落選時には返還免除。 
 

〇都道府県議 

公認料     １５０万円   新人支援金 ５０万円  新人奨励金 ６０万円   合計２６０万円 

推薦（党籍有）  ７５万円   新人支援金 ５０万円  新人奨励金 ６０万円   合計１８５万円 

〇政令市議 

公認料     １５０万円   新人支援金 ５０万円  新人奨励金 ５０万円   合計２５０万円 

推薦（党籍有）  ７５万円   新人支援金 ５０万円  新人奨励金 ５０万円   合計１７５万円 

〇市区議 

公認料      ３０万円   新人支援金 ４０万円  新人奨励金 ３０万円   合計１００万円 

推薦（党籍有）  1５万円   新人支援金 ４０万円  新人奨励金 ３０万円   合計 ８５万円 

〇町村議 

公認料      ３０万円   新人支援金 ３０万円  新人奨励金 ２０万円   合計 ８０万円 

推薦（党籍有）  1５万円   新人支援金 ３０万円  新人奨励金 ２０万円   合計 ６５万円 

※上記について党本部が支援を実施する。ただし、女性への支援の枠組みと同時には実施できない 

国民民主党 新人青年自治体議員候補者擁立支援策について    

 民主党の時代は、若手議員といえば自治体議員も国会議員も民主党という状況で、若者からの支持の高い政党であり、全

国若手市議会議員の会などでは他党所属の議員が居心地の悪さを訴えるほどであった。しかしながら、現状はこうした状況

とは程遠いものとなり、４０代以下の若い世代の支持を得ている政党は、野党全体を見ても存在していないという危機的な状

況にある。わが党の将来はもちろん、この国の将来のためにもここで青年自治体議員の発掘を進めることは必要不可欠な状

況にある。 

 人材の育成・立候補・選挙・議員活動スタートまで一貫した支援体制を構築 



 


